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第１章  なぜ「護身」が必要か

ます。 弁護士たる者、自由かつ独立の立場を保持するべきであるという考

えは、弁護士職務基本規程にも定められています。

弁護士職務基本規程

（自由と独立）

第２条　弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。

（依頼者との関係における自由と独立）

第20条　弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立

場を保持するように努める。

また、原則として（他人の）法律事務の取扱いは弁護士でなければできな

いという法律事務独占（弁護士法72条本文）というのも、弁護士の独立性の

維持について重要なのはいうまでもないでしょう。

このように、弁護士になって10年程度の私が「弁護士とは何か」というこ

とを論じること自体、おこがましいことかもしれません（私が本書の執筆に

至った経緯については「はしがき」で書いてあります）。 

ただ、こうやって弁護士ってなんだろうと思ってみると、他の職業とは違

う特殊な所があるようで、あるいはなかなかこれといった定義を見いだすこ

とは難しいと思います。これは、他の専門職においてもそうかもしれません

が、弁護士においては、近年飛躍的に人数が増え、活動するフィールドも増

え、多様化も進んだという点が影響していると思います。

また、弁護士それぞれに、自分が思う弁護士像があってもよいと思います

し、ある意味、各自がもつべきだと思います。 

もっとも、上記のような法律上の手当、権利義務の重さに鑑みると、一定

の特殊性のある仕事であることについては、概ね、異論はないと思います。

さて、弁護士について、前述したような特別な制度的手当があるのは、そ

の仕事の特殊性によるものです。 

弁護士の資格や業務の特殊性を強調する意見に対して、もっと弁護士を親

弁護士とはなんでしょうか。

漢字を見ると、「弁えて」「護る」「士（さむらい）」ということになります

が、その定義については弁護士法１条にあります。

弁護士法

（弁護士の使命）

第１条１項　弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現するこ

とを使命とする。

また、業務についても、同じく定めがあります。

弁護士法

（弁護士の職務）

第３条１項　弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱

によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請

求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を

行うことを職務とする。

法律どおりに考えれば、弁護士は、法律事件について法律事務を取り扱う

専門家であり、その使命は基本的人権の擁護と、社会正義の実現ということ

になります。

また、司法研修所の白表紙や、あるいは弁護士会の新人研修、倫理研修な

どでも学んだことがあると思いますが、法令に精通する義務、秘密を守る義

務、品位を保持する義務など、各種の重たい義務が課せられています。 

一方で、弁護士自治制度をはじめとする高度の独立性もまた保障されてい

弁護士とは何か？　そこから見えるリスク１

154 155

第４章  第三者・メディアからの「護身」

弁護士が「護身」するべき対象は、依頼者や相手方だけではありません。

むしろ最近は、第三者やメディアから身を守ることが重要です。

弁護士という職業にとって、依頼者や相手方がときに脅威になることは昔

からあったことだと思います。しかし、最近は、第三者、メディアといった、

その弁護士とはなんら利害関係がないはずの者から攻撃を受けることが増え

ています。これは、これまでになかった現象です。

本章では、なぜそういう攻撃が生じるのか、原因について考察するととも

に、どういった振る舞いがリスクになるのかについて解説していきます。

特に前半では、関係する弁護士も多いと思われるSNS一般について解説し

ます。

後半はそれをベースに、SNSに限らないテレビ他の一般メディアとの付き

合い方や、リスクについて触れていきます。

弁護士は、いつも見られています。といっても、普通は見かけからすぐに

弁護士であるということはわかりません（バッジをつけていれば別ですが）。

しかし、インターネット上では、特に営業や同業者との交流を目的にする

のであれば、弁護士であることを明示して、実名を明らかにしていることが

多いでしょう。

こういう実名の弁護士というのは、基本的に注目を集めます。そもそも弁

護士自体、数が増えたといっても全人口からみればごくわずかです。よく比

較される医師と比べても、医師が30万人を優に超えるのに比べて弁護士人口

は、まだ５万人に達していません。

ですから、珍しい存在として注目を集めやすい、自分が注目を集めるとい

うのは、広報、発信力という観点からはプラスですが、自分の発信がもとで

炎上するとか、攻撃を受けるとか、そういう点ではリスクであると認識する

必要があります。

特に、本章 3以降でみるように、弁護士は注目されているだけではなくて、

恨まれ、あるいは侮られています。

弁護士は恨まれています。

もちろん、弁護士は紛争を扱い、片方の立場で味方するわけですから、敵

からすれば恨まれます。

しかし、それだけではありません。敵つまり相手方以外の第三者からも、

弁護士はひたすら恨みを買いやすく、しばしば逆恨みのターゲットになりま

す。

弁護士からすれば、自分となんら接点のない人から敵意を向けられるのは、

非常に困惑することです。ですが、次のような構造を理解しておけば、ある

意味「自然な」ことなのかもしれません。

弁護士は紛争を取り扱いますが、弁護士に相談する人というのは、紛争の

渦中の中、あるいは何か違法な状態の中にいて、損害を被っている人です。

例えば、家庭内でDVをしている、元交際相手にストーカー行為をしてい

る、会社で労働法を無視して従業員を働かせている、こういう立場の人から

は、問題が起きるまでは基本的に相談を受けることはありません。

こういう立場の人々から相談を受けるとすれば、それは、違法行為をした

後ではなくて、それについてなんらかの責任追及をされたという段階からで

す。

「残業代未払いで働かせているのですが、どうにかしてください」という

「護身」対象の広がり１

弁護士は恨まれている3

弁護士は見られている2

て、知らない人が信じてしまうような内容であること、法曹ではないにして

も、大学法学部かなにかで少し法律を学んだ経験がある人が書き込みをして

いることもあるようでした。

もちろん、すぐにデマであること、その根拠についても、条文や法制度か

ら説明ができる程度の簡単なものなのです。ですが、特に匿名掲示板におけ

る法律デマは非常に多種多様で、どうしてこういう誤解が生じるものかと、

興味すら惹かれるものです。

全てを挙げているとキリがないのですが、一部を取り上げると、次のよう

なものがあります。

○匿名掲示板における法律デマの一例

・立証責任は原告にあるので、被告は全部否認すれば、それで裁判は終わ

る

・１回目は被告は出席しなくてよいので、答弁書で全部否認すれば、すぐ

に裁判は終わるので大丈夫

・裁判所は公平なので、特に、いろいろと主張したり、裁判例とか、法律

について主張したりしなくても、わかってくれる。公平に裁判例にした

がって判決するので、特に被告がやることはない

・インターネットの投稿ぐらいで請求をするのはやり過ぎなので、権利濫

用を主張すればよい

・請求を受けた側が示談（和解）をするのは不利である。裁判所にも勧め

られるが、全部拒否すれば、請求者は非常に困る。和解とは敗北である

・インターネット上の案件、特に開示請求をしている弁護士は、他に仕事

がない駄目な弁護士である。過払いの次のバブル的分野である

・インターネット上で情報を発信している人は、自分の対立する立場の人

インターネット上では、非常に多くの法律、特に裁判に関するデマが流布

されています。

これらで相手方が自爆するのであればともかく、自分の依頼者が誤信して

しまい、その誤解を解いたりすることを強いられる弁護士にとっても無関係

であるとはいえません。

そこで、ここでは、まず、実際にどういう法律デマが流布されているのか、

その一端について述べたいと思います。

最初に、私がこうした情報に触れるようになったきっかけですが、私はイ

ンターネット案件を多く取り扱っています。

一番多いのが、インターネットを舞台にした誹謗中傷、名誉毀損、プライ

バシー侵害の案件です。被害者側はもちろん、加害者側（発信者側）や、プ

ロバイダなどの通信会社側を担当することも多くあります。

個人の依頼者の中には、それなりの割合で、「ネットで、○○と聞いたの

ですが、本当ですか」というような質問をしてくる人もいます。

そういった質問内容の多くは、到底、法律上あり得ないような、実務を無

視した「アイディア」ですので、とてもその意見のとおりにすることはでき

ません。

もっとも、私が知らないだけで、本当はそういう方法があるのかもしれま

せん。そこで、すぐに否定することは避けて、そういう情報の出所はどこか、

どういう理由や論拠が示されているのか、そういったことをなるべく尋ねる

ことにしています。

そこで、実際にそのインターネットの記事や投稿を持参してもらうわけで

すが、初めて見たときは、大変驚きました。

もちろん、デマが大量に流布していることはなんとなく予想がつきました。

しかし、それだけではなくて、なんとなくそれらしい専門用語が並べてあっ

   COLUMN　　インターネット上の法律デマ～原因と対策～
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第３章  相手方からの「護身」

■宛先
〒107 8560
東京都港区南青山2 11 17
第一法規株式会社
　  FAX.0120 302 640

書店印

この申込書は、ハガキに貼るか、

ください。

取 扱 い

このままFAXで下記宛お送り

キ　リ　ト　リ　線

□公用
□私用

　　　　　 　―　　　　　　　 ―　 　　　　　ＴＥＬ

@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

事務所名

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたし
ます。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料550円（税込）にてお届けいたします。

＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを    で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、
弊社ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきまし
ては、お問合せフォーム かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL.0120 203 696　　FAX.0120 202 974

お客様の個人情報の
取扱いについて

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用
いただけません。

1万円以下の場合、330円（税込）
3万円以下の場合、440円（税込）
10万円以下の場合、660円（税込）

(https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php)
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